
【 回復期・亜急性期 】【急 性 期】

在 宅 で の 生 活
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※ 急性期、回復期、療養期等各機能を担う医療機関それぞれにかかりつけ医がいることも考えられるが、ここでは、身近な地域で日常的な医療を受け
たり、あるいは健康の相談等ができる医師として、患者の病状に応じた適切な医療機関を紹介することをはじめ、常に患者の立場に立った重要な役割を
担う医師をイメージしている。

脳卒中の場合の医療連携体制のイメージ



救 急 医 療 体 系 図

・救命救急センター（186カ所）
・新型救命救急センター（16カ所）

・病院群輪番制病院（411カ所）
・共同利用型病院（10カ所）

・小児救急医療支援事業（144地区）
・小児救急医療拠点病院（28カ所（60地区））

・総合周産期母子医療センター（61カ所）
・地域周産期母子医療センター（207カ所）

小児救急電話相談事業（35カ所）

大人の救急患者 子どもの救急患者

救命救急医療(24時間)

入院を要する救急医療（休日・夜間） 入院を要する小児救急医療（休日・夜間）

初期救急医療（休日・夜間）

小児救急に関する電話相談（休日・夜間）

・在宅当番医制（666地区）
・休日夜間急患センター（508カ所）

（未熟児等）

平成19年3月1日現在

平成18年3月3１日現在

平成18年9月１日現在

平成18年7月１日現在
平成19年4月１日現在

平成18年3月3１日現在

小児初期救急センター
（平成18年度補正予算により整備）


